
      被保険者および被扶養者の現況書             （２）退職後の失業給付の受給について 

                                        ア．現在受給中   イ．これから申請予定 

                                        ウ．病気、出産により受給期間延長申請をした（する予定） 

                                        エ．再就職する意思がないので受給しない 

                                        オ．該当なし 

                                       

                                      （３）傷病手当金または出産手当金の給付について 

                                        ア．退職後も支給を受けている 

記号     番号                               イ．これから支給を受ける予定 

被保険者氏名                                  ウ．給付金は受けられないまたは受けない 

被扶養者氏名           続柄                     エ．該当なし 

                                       

１．被保険者本人の収入について                       （４）年金（老齢、遺族、障害、恩給等）の受給について 

   給与収入                  円              ア．現在受給中   イ．これから手続き予定  

   その他収入     収入          円              ウ．まだ受給権がない 

   合計年間収入額               円                 

   （今後受けられる予定の年間収入予定額をご記入ください）        （５）パート・アルバイト・年金以外の収入について(農業・不動産・自営業など) 

                                          パート・アルバイト・年金以外の収入が  ある  ない 

２．今回申請された被扶養者について                          ある場合は       収入  年額       円 

  （１）被扶養者申請の理由（該当する理由に○をしてください。）           

    ア．被保険者の加入のため  イ．退職したため            （６）任意継続被保険者の方のみご記入ください。 

    ウ．結婚したため      エ．失業給付受給終了のため          任意継続被保険者期間中、扶養家族の生計についてどのような 

    オ．収入の減少（令和  年  月  日から）               収入で生計維持されますか？（具体的にご記入ください） 

    カ．その他（具体的にご記入ください）                                                

                                                                      

                                

                                         上記のとおり相違ありません。 

                                              被保険者氏名             印 

 

 この現況書は、被扶養者の認定にあたり生計維持関係を確認させていただ

くための重要な資料となりますので、16 歳以上の被扶養者（学生は除く）の

届出をする場合には、事実に沿って被扶養者ごとに下記項目を正しくご記入

し、被扶養者(異動)届、添付証明書に添えて提出してください。 

 なお、事実と相違した場合は、被扶養者認定を取消し、保険給付金が発生

した場合は返還していただくことになりますのでご承知ください。 

１／２ 



 

「被扶養者（異動）届」「被保険者および被扶養者の現況書」に添付する書類 

 

該 当 者 添 付 証 明 書 

配偶者、子以外の方 
被保険者に配偶者がなく、子を扶養している方 

①続柄が省略されていない世帯全員の住民票(原本) ※マイナンバー記載のないもの 

被扶養者となっていない配偶者がいる方 
②続柄が省略されていない世帯全員の住民票(原本) ※マイナンバー記載のないもの 
配偶者の直近 12 ヶ月分の収入額の確認できる証明書、無職の場合は配偶者の非課

税証明書(原本) 

16歳以上の方(学生は除く) ③課税（非課税）証明書(原本)または所得証明書(原本) 

給与収入のある方 
④直近 12ヶ月分の給与明細(写し)または給与支払証明書(原本)および課税（非課税）
証明書(原本)または所得証明書(原本) 

恩給・年金受給者 ⑤直近の年金振込通知書(写し)または年金額改定通知書(写し) 

自営業従事者、不動産、農業収入等のある方 ⑥確定申告書(写し) 

退職により扶養となる方 ⑦退職証明書(原本)、雇用保険離職票(写し)、資格喪失証明書(原本)など 

失業給付が受給終了となり、扶養となる方 ⑧雇用保険受給資格者証(写し) 

高校卒業後在学中の方 ⑨在学証明書(原本)または学生証(写し) 

別居している方 
⑩直近６ヶ月の生計援助額が確認できる証明書（送金証明書等）、 
続柄が省略されていない世帯全員の住民票(原本) ※マイナンバー記載のないもの 

 
※ 対象者により複数の証明書を提出していただく場合があります。 

        （例：無職で年金受給者である同居の父を扶養する場合は①③⑤が必要となります。） 

        上記以外に当組合で必要と認めた証明書を提出していただく場合もあります。 
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